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社会福祉法人四天王寺福祉事業団 

 

令和 7 年度の事業方針を承けて、当該事業計画では、開祖聖徳太子の御聖旨に則る『理念』を

礎に、「宣言」「職員心得」について、法人全体でさらなる浸透・徹底を強く求める。われわれは、

職員の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」への取り組みを定着させ、時間外勤務

削減や勤務間インターバルの確保、有給休暇取得率向上などの徹底を図るとともに、各種ハラス

メント防止対策を講じ、風通しの良い組織風土を醸成する。 

また、ますます混迷・混沌を深める不確実性の時代にあって、われわれが福祉・医療の未来図

を描き、「地域共生社会」実現のためのイノベーターとしての役割を果たすべく、中長期計画を策

定する。令和 13年の創立 100周年へ向けて、われわれ法人が目指すべきは、人の幸せをよろこび

合える地域（まち）が福祉社会とする法人の「宣言」のさらなる具現化である。 

 

今年度事業方針に基づき下記事項に取り組む。 

 

１ 「宣言」の具現化に向けて 

（１）職員は、各施設の経営計画に基づき、自己の役割や目標の管理・評価を設定し、Do-CAP 

シートを活用して「宣言」の具現化に取り組む。 

（２）経営会議及び各事業部、各施設での協議・協働の場、法人内の様々な研修会や委員会活動

など、対人コミュニケーションの機会においても、「人財・サービス・財務」の観点に留意

しながら、「宣言」のより一層の具現化に取り組む。 

 

２ 人財 

（１） 働き方改革に対応し、労働条件の改善や採用希望者の雇用条件を考慮した、就労環境の整

備を進める。 

（２） 法人全体の研修体系の充実に創意工夫を凝らしながら、各事業部の研修成果についても 

フィードバックの実効性を高める。 

（３） 優秀な人財の確保・育成を図り、かけがえのない人財の定着を目指し、諸制度の導入検討

や、国際交流・親善の観点から海外人財の受入・定着を目指す。 

 

３ サービス 

（１） 良質なサービス提供の向上のため、引き続きキャリア形成の研修等に取り組む。 

（２） ご利用者本位の付加価値の高いサービス提供に取り組む。 

（３） 個人の尊厳と主体的な生活の実現に資するサービスの向上・開発に取り組む。 

 



 

４ 財務 

（１） 制度改正などの外的要因に対応しながらも、事業継続を行えるように、売上増と経費節減

による収益の改善を重点課題として、各施設では中長期の視点で、財務体質の改善に取り

組む。 

（２） 会計監査人の制度を適用し、さらなる運営の透明性確保、財務規律の強化を目指す。 

（３） 大規模修繕や基幹設備の更新、建て替えや新規事業への準備資金、職員福利厚生の充実等、

将来的に必要な資金確保を具体化しつつ、法人全体の中長期計画作成を進める。 

 

５ リスク 

（１）法人の各事業部・各施設において共有する目標として、CS（顧客満足）と ES（従業員満足）

の両立を提起した。とりわけ、ご利用者様へは、「安全・健康・利便性」、職員の方々には

「安全・健康・働き甲斐」ととらえて、CSと ESの両者に関して、転倒・事故や労災・離職

を限りなく逓減させるべく、“ゼロ・スローガン”を堅持する。 

（２）多発・巨大化している大規模自然災害、新たな感染症の蔓延など、緊急事態に遭遇した場

合を想定した、「事業継続計画/BCP[Business Continuity Plan]」が常に実効性の高いも

のであるように改訂し、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期

間で復旧させるための組織体制、設備備品の整備を行う。 

 

６ 地域 

（１） 今後も継続して、地元のみならず、広域や異業種との連携・協同を通じた公益的な活動の

充実に取り組む。 

（２）多様化・複雑化する地域課題・生活課題を包摂する、地域共生社会の実現に向けては、法

人内の地域包括支援センターと連携協働し、高い専門性を備えた中核的拠点として、更な

る社会福祉ニーズの収集・分析・発信及びご利用者様への最適なサービス・情報の提供に

努める。 

（３）中間的就労や障害者雇用について、今後も注力して取り組む。 

 

７ 福利厚生 

（１） 職員満足度を高めるべく、働きやすい環境づくりを目指して取り組む。 

（２） メンタルヘルス研修、ストレスチェック、及び「こころの健康相談窓口」の啓発活動を 

通じて、職員の心身の健康管理に努める。 

（３） 年間休日固定化の効果を検証し、職員の心身の健康管理にも一層努める。 

 

 

 

 



 

 理   念 

念 

宣   言 

求める人財像 
（職員心得） 

人事制度 

研修制度 

研修センター 

キャリア形成研修 感性を高める研修 
法令遵守 

管理セミナー 

各施設・事業部 

OJT／Off-JT／SDS 

新任職員研修 

中堅職員研修 

Ⅰ新任職員  

1,新採用職員基礎研修 

①理念②ルールの遵守③職業倫理 

2,メンタリング研修（メンティ） 

3,新採用職員半年フォローアップ研修 

 

Ⅱ中堅職員  

1,メンタリング研修（メンター） 

2,入職 4 年目フォローアップ研修 

 

Ⅲリーダー研修 

1,新任リーダー研修 

①理念②人財育成③財務④職業倫理 

＜キャリア形成研修一覧表＞ 

リーダー研修 

各長研修 

施設長・経営職研修 

法人本部 研修委員会 

授戒灌頂会 

安全衛生管理者セミナー 

如法写経会 

メンタルヘルスセミナー 

新任管理労働安全セミナー 研究発表会 

問題解決手法研修 

史跡ウォーク 

人権セミナー 

Ⅳ各長 

1,新任各長研修基礎コース 

①理念②人財育成③財務④労務⑤情報ネットワーク 

2,新任各長研修応用コース 

①サービスの開発②人財育成スキル③組織マネジメント 

3,各長フォローアップ研修 

 

Ⅴ統括各長 

1,人財育成※講師 

 

Ⅵ施設長、経営職研修 

1,経営管理について 

2,創造開発について 

Ⅶ 共通研修 

1,事業部別専門スキル研修 

2,その他研修 

人事制度 

統括各長研修 

 

８ 法人機能 

（１） 法人や各施設を取り巻く環境変化に対して、迅速な情報の収集・分析に努め、各施設との

連携・協働によって持続可能な発展を目指す法人経営に取り組む。 

（２） 事業方針で挙がった重点課題に対して、プロジェクトチームを立ち上げ、課題改善活動に

取り組む。 

 

９ 研修体系 

 


